
　

市
は
、
自
然
に
や
さ
し
い
処
理
を
基
本

に
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
協
働
で
ご
み
減
量

化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
生

ご
み
の
自
己
処
理
に
よ
る
堆
肥
化
な
ど
の

取
り
組
み
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
度
ま
で
に
、
平
成　

２７

２２

年
度
と
比
較
し
て
、
家
庭
系
ご
み
を
約　
１７

％
減
ら
す
目
標
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
ご
み
の
減
量
化
に
は
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
協
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
　

ご
み
を
減
ら
す
に
は
い
く
つ
か
の
ポ

　

市
は
、
ご
み
減
量
化
施
策
や
生
ご
み

の
堆
肥
化
、
有
料
化
な
ど
に
つ
い
て
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
い
た
だ
く
た

め
、　

月
４
日
蚊
か
ら　

日
峨
ま
で
、

１１

１３

市
内　

会
場
で「
ご
み
減
量
化
市
民
懇

１１

談
会
」を
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
懇
談
会
の
中
で
市
は
、
ご
み
処

理
の
現
状
、
ご
み
処
理
基
本
計
画
、
減

量
化
の
取
り
組
み
の
３
点
を
説
明
し
ま

し
た
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、
ご
み
分
別

の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
減
量
化
へ
の
提
言
、

生
ご
み
の
自
己
処
理
を
促
し
自
然
に
や

さ
し
い
処
理
を
進
め
る
こ
と
に
好
意
的

な
意
見
の
ほ
か
、
ご
み
の
有
料
化
に
つ

い
て
は
、
一
部
の
方
か
ら
反
対
の
意
見

も
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く
の
方
に
賛
同

さ
れ
る
な
ど
、
様
々
な
声
を
お
聞
か
せ

い
た
だ
き
ま
し
た
。

主
な
質
疑
応
答
や
意
見
・
要
望

【
ご
み
の
分
別
徹
底
お
よ
び
減
量
化
】

猿
町
会
未
加
入
者
や
集
合
住
宅
の
分
別

徹
底
は
　葛

葛
渇

昨
年
９
千
　
戸
を
訪

５００

問
し
啓
発
を
実
施

猿
事
業
系
ご
み
の
収
集
お
よ
び
分
別
徹

底
の
対
策
は
　葛

葛
渇

じ
ん
芥
処
理
セ

ン
タ
ー
で
抜
き
打
ち
検
査
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
商
工
会
議
所
や
市
商

連
な
ど
と
連
携
し
啓
発
を
実
施
。
ほ

か
に
も
、
収
集
運
搬
許
可
業
者
や
排

出
事
業
者
に
啓
発
や
指
導
を
実
施

【
生
ご
み
の
堆
肥
化
】

猿
自
然
に
や
さ
し
い
ご
み
の
処
理
と
は

葛
葛
渇

家
庭
や
地
域
、
事
業
所
で
堆
肥

化
を
進
め
、
低
コ
ス
ト
で
環
境
に
負

荷
を
与
え
な
い
処
理
が
基
本
。
堆
肥

化
の
取
り
組
み
で
焼
却
ご
み
量
を
減

ら
し
、
処
分
場
の
負
担
を
軽
減

猿
市
の
生
ご
み
収
集
お
よ
び
処
理
は

葛
葛
渇

市
で
分
別
収
集
し
プ
ラ
ン
ト
を

作
る
考
え
は
な
い
。
自
家
処
理
、
地

域
や
事
業
所
で
の
処
理
を
支
援
し
、

公
共
施
設
で
も
堆
肥
化
を
推
進

猿
生
ご
み
の
堆
肥
化
は
、
市
が
支
援
す

る
か
自
己
処
理
の
Ｐ
Ｒ
を
徹
底
し
、

町
内
会
と
も
連
携
す
べ
き

【
ご
み
の
有
料
化
】

猿
ご
み
の
有
料
化
と
分
別
は　

葛
葛
渇

有

料
化
に
よ
り
分
別
の
意
識
が
高
ま
る

事
例
も
あ
っ
た
。
資
源
ご
み
は
無
料

　
ご
み
減
量
化
市
民
懇
談
会
で
の

　
　

質
疑
応
答
・
意
見
・
要
望
等
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ごみの減量化ごみの減量化にに
ご
協
力

ご
協
力
をを

イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ

ん
に
は
次
の
こ
と
を
守
っ
て
ご
み
の
減
量

化
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

酸
ご
み
を
出
来
る
だ
け
少
な
く
す
る

　

・
過
剰
包
装
や
不
用
な
包
装
は
断
る

　

・
洗
剤
や
シ
ャ
ン
プ
ー
な
ど
は
詰
め
替

え
品
を
使
う

　

・
買
い
す
ぎ
や
、
料
理
の
作
り
す
ぎ
に

注
意
す
る

　

・
生
ご
み
の
堆
肥
化
を
行
う

　

・
マ
イ
バ
ッ
ク
を
持
参
し
、
レ
ジ
袋
を

も
ら
わ
な
い

　

・
不
必
要
な
も
の
は
購
入
し
な
い

　

・
丈
夫
で
長
持
ち
す
る
も
の
を
使
う

酸
繰
り
返
し
使
う

　

・
不
用
に
な
っ
た
洋
服
や
家
具
な
ど
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
を
活
用
し
て
、

再
使
用
し
て
も
ら
う

酸
資
源
と
し
て
再
生
す
る

　

・
町
会（
自
治
会
）の
集
団
資
源
回
収
を

利
用
す
る

　

・
び
ん
、
缶
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
き

ち
ん
と
分
別
し
て
、
リ
サ
イ
ク
ル
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
へ
出
す

　

・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
は
ご
み

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
出
す

ご
み
排
出
の
現
状

　

市
内
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
へ
排
出
さ

れ
る
ご
み
の
内
、
平
成　

年
度
か
ら　

年

２０

２２

度
の
３
か
年
で
、
燃
や
せ
る
ご
み
で
約
４
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に
す
る
な
ど
、
さ
ら
な
る
分
別
の
仕

組
み
を
検
討
。
な
お
、
有
料
化
の
時

期
や
金
額
は
、
市
民
の
意
見
を
参
考

に
減
量
化
検
討
委
員
会
の
提
言
を
受

け
て
か
ら
決
定

猿
家
庭
内
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
排
出
抑
制

は
限
界
で
あ
る
。
税
を
使
っ
て
処
理

し
て
い
る
の
で
、
ご
み
を
減
ら
す
理

由
で
有
料
化
は
理
不
尽

猿
有
料
化
は
有
効
な
手
段
。
周
辺
都
市

か
ら
の
ご
み
の
持
ち
込
み
も
解
消

し
、
環
境
を
守
る
意
味
で
も
導
入
す

べ
き

【
ご
み
収
集
お
よ
び
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
】

猿
大
型
ご
み
を
散
ら
か
す
業
者
等
の
対

策
は
　葛

葛
渇

大
型
ご
み
を
申
込
制
に

し
、
戸
別
収
集
す
る
こ
と
を
検
討

猿
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
更
新
助
成
を
３
分

の
１
か
ら
２
分
の
１
ぐ
ら
い
に
し
て

欲
し
い

【
新
処
分
場
】

猿
生
ご
み
の
焼
却
は
　葛

葛
渇

様
々
な
種

類
の
ご
み
に
応
じ
た
焼
却
能
力
が
あ

り
、
特
に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

水
分
が
少
な
け
れ
ば
炉
へ
の
負
荷
も

少
な
い

猿
新
処
分
場
が
完
成
し
た
ら
、
現
処
分

場
の
跡
地
を
有
効
活
用
す
べ
き

猿
新
処
理
施
設
の
こ
と
は
、
市
の
広
報

紙
以
外
で
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

計
画
概
要
な
ど
情
報
提
供
を

【
環
境
教
育
】

猿
子
ど
も
や
保
護
者
へ
の
教
育
は
　

葛
葛
渇

各
学
校
で
電
動
生
ご
み
処
理
機

の
体
験
を
実
施
中
で
あ
り
、
保
育
園

や
児
童
館
で
も
環
境
教
育
を
実
施
し

て
い
る
。
今
後
も
内
容
を
検
討
し
継

続
猿
子
ど
も
た
ち
を
通
じ
た
父
母
や
家

庭
、
大
人
に
対
す
る
ご
み
の
啓
発
、

教
育
が
重
要

猿
給
食
残
さ
の
堆
肥
化
も
、
ま
ず
食
べ

残
さ
な
い
こ
と
を
考
え
、
自
分
で
出

し
た
ご
み
を
ど
う
す
る
か
、
環
境
へ

の
影
響
は
ど
う
か
を
考
え
る
子
ど
も

に

【
そ
の
他
】

猿
減
量
化
検
討
委
員
会
や
市
民
懇
談
会

の
情
報
公
開
は
　葛

葛
渇

検
討
委
員
会

の
進
捗
状
況
や
議
事
録
、
市
民
懇
談

会
の
意
見
な
ど
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
周
知

猿
懇
談
会
の
参
加
者
は
、
意
識
の
高
い

人
や
町
会
（
自
治
会
）の
役
員
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
り
、
ご
み
の
分
別
が
で
き

な
い
人
は
関
心
が
な
い
。
何
回
も
地

域
へ
入
っ
て
徹
底
的
に
啓
発
を

こ
の
他
に
も
、
た
く
さ
ん
の
意
見
や
要

望
な
ど
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら

は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

燃やせないごみの内訳 燃やせるごみの内訳

家庭
ごみ

※平成２１～２３年度の抽出調査の結果による。



割
、
燃
や
せ
な
い
ご
み
で
約
３
割
の
分
別

の
違
う
も
の
や
資
源
ご
み
が
混
入
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

分
別
方
法
を
再
確
認
し
、
分
別
の
徹

底
、
資
源
化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
合
先　

市
廃
棄
物
対
策
課
リ
サ
イ
ク
ル

推
進
係
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集団資源回収奨励金交付制度のお知らせ
　市は４月から、紙資源の回収活動を行う町会（自治会）等の団体に、その活動で集めた資源物の内、回
収業者が引き取った紙類の量に応じ、１㎏当たり２円の奨励金を交付しています。
　奨励金の交付を受けるためには、事前に市へ資源回収団体の登録手続きが必要です。登録の翌月から
奨励金の交付対象団体となります。詳しくは、お問い合わせください。
【対象団体】　町会（自治会）、子ども会、女性部、老人クラブ、ＰＴＡなどの営利を目的としない団体

出し方併せて回収できる雑がみ回収品目【回収品目】

折りたたみ、ひもで縛ってくださいチラシ（広告）新聞

ひもで縛ってください。はがきなどは、
雑誌の間にはさんでください

包装紙、紙袋、はがき、ノート、
手紙、カレンダー

雑誌

折りたたみ、ひもで縛ってください。
ティッシュの箱の取り出し口ののビ
ニールは取ってください

ティッシュの箱、ラップの箱、
トイレットペーパーの芯、
ラップの芯、菓子箱

ダンボール

洗って、開いて、乾かし、ひもで縛って
ください

ジュースのパック紙パック

問合先　市廃棄物対策課リサイクル推進係

《紙類の回収量と奨励金の交付実績》

奨 励 金 交 付 額紙 類 の 回 収 実 績実施町会・団体数実績

２,９３１千円１,４６４根１７６団体４月～９月の実績

家庭ごみの分別は

平成２３年度の回収実績は、１年間で２,１５８ｔでした。今年度は、半年で１,４６４ｔ回収しており、実施団

体の協力で昨年度の実績を上回る見込みです

※町会（自治会）では、紙類のほか、ビールびんやアルミ缶などの集団資源回収も実施しています。是非、そ
れらも利用しましょう。

5 平成24年12月 　　　　　　

今冬も節電にご協力を
－無理せず節電にご協力ください－

　今冬の電力需給状況は、瞬間的な需要変動に対応するために必要な予備率３％以上を確保できる見通
しですが、発電所のトラブルなど予期せぬ事態の発生による停電などの非常事態を回避するためにも、
今夏に引き続き、国や電力会社から節電活動が求められています。

【節電目標】

　７％以上（厳冬だった平成２２年度冬に記録した過去最大の電力需要と比較しての節電目標です）
【目標が設定された期間・時間帯】

　煙１２月１０日�～２８日�の平日　午後４時～９時
　煙平成２５年１月7日�～３月1日�の平日　午前８時～午後９時（特に、一般家庭では午後４時～９時）
　煙平成２５年３月４日�～８日�　午後４時～９時
※上記期間以外には、数値目標が設定されていませんが、可能な限り節電にご協力ください。
【節電目標を達成するために】

　冬の一般家庭での午後７時ごろの器具別消費電力は、右のグラフの
ように、照明と冷蔵庫、テレビ、暖房で全体の約５割を占めています。
　厚着をして室内の設定温度を２０℃ に保ったり、家族一緒に暖かい食
事をとったり、家族団らんでテレビを見たりして、使っていない部屋の
照明や暖房の使用を控えるなどの取り組みにご協力ください。

《市役所での取り組み》
　今夏の節電の取り組みを行った結果、一昨年度の同時期に比べて、本
庁舎で３０.１％の削減をしたのをはじめ、市の施設全体では、７.８％の削減
をすることができました。今冬も引き続き、ノー残業デーの実施や、
ウォームビズを励行するなど、積極的に取り組みます。
　市民の皆さんにはご不便をおかけすることがあると思いますが、ご
理解とご協力をお願いします。

問合先　市環境保全課環境保全係

小型家電を回収しています
　市は、廃棄物の適正な処理や資源の有効活用、循環型社会の形成を推進するため、小型家電を回収し
ています。回収した小型家電は、再資源化事業者へ引き渡します。

受入時間回収品目回収拠点

午前９時～
午後５時３０分

※土・日曜日、祝日、
年末年始を除く。

携帯電話、ＰＨＳ、電話機、電子辞書、ＩＣレコー
ダー、据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、デジタルカメ
ラ、家庭用ビデオカメラ、ＥＴＣ車載ユニット、ＶＩＣ
Ｓユニット、ＣＤプレーヤ、ＭＤプレーヤ、テープレ
コーダ、デジタルオーディオプレーヤ

市 役 所 本 庁

北 村 支 所

栗 沢 支 所

月～土曜日
午前８時～午後５時
日曜日、祝日
午前９時～午後４時

上記の品目を含む家電類
※家電リサイクル法の対象となる、テレビ、冷蔵庫、洗
濯機・衣類乾燥機、エアコンやパソコンは、受け入
れできません。

じ ん 芥 処 理
セ ン タ ー

いずれも、家庭から排出されるものが対象で、事業所から排出されるものを除きます

問合先　市廃棄物対策課リサイクル推進係


